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4 月 13 日に、第 8 回の委員会（通算

14 回目）が開かれました。 

 
[テーマ ]日本国憲法改正国民投票制度とメディア

との関係  
参考人：石村 英二郎君（日本放送協会理事）  
参考人：堀   鐵藏君（社団法人日本民間放送

連盟理事・報道委員長）  
質疑者  

早川 忠孝君（自民）  小川 淳也君（民主） 
太田 昭宏君（公明）  笠井  亮君（共産） 
辻元 清美君（社民）  滝   実君（国民） 

 

 
◎石村英二郎参考人の意見陳述の概要 

１．はじめに 

・憲法改正国民投票制度を論じるに当たっては、
国民の多様な意見が幅広く反映される必要があ
る。NHK は公共放送として、公平・公正に情
報提供を行い、民主主義の発展に寄与したい。 

２．放送法と NHK の取組 

・放送法 3 条の 2 に規定する四つの基本原則（公
安と善良な風俗を害しないこと、政治的な公平
性、報道の真実性、多角的な論点の明示）を遵
守している。その上で、政治上の諸問題につい
ては公正に取扱い、意見が対立している問題に
ついてはできるだけ多くの角度から論点を明ら
かにし、公平に扱う方針である。 

３．NHK の選挙報道 

・選挙報道は、正確な取材と公正な判断によって
自主的に行っている。選挙当日は選挙情勢を迅
速かつ的確に放送しており、今後も努力してい
きたい。 

４．放送メディアに対する規制 

・憲法改正国民投票における報道は、原則自由と
すべきである。放送法とは別に国民投票法に規
制を設けることは、表現の自由・報道の自由か
ら問題であり、自律に委ねるべきである。 

・自主規制については、憲法改正のような広く国
民的な議論が欠かせない問題についてなじむの
か疑問がある。 

・虚偽報道等を監視するための第三者機関の設置 
は、その権限、構成、審査手続等が不明確であ
り、また表現の自由・報道の自由との兼ね合い 

 
からも慎重に検討すべきである。 

・メディア規制については、憲法改正国民投票法 
に新たに訓示規定を設ける必要はなく、放送法
における「報道は事実をまげないですること」
との規定で十分である。 

５．公職選挙法との関係 

・人や政党を選ぶ選挙制度を規定した公職選挙法
の規制が、政策を選択する憲法改正国民投票法
になじむのか十分議論すべきである。特に、視
聴者の信頼を失いかねない虚偽報道は現実には
想定できず、あえてその規制を国民投票法に規
定する必要はない。 

６．まとめ 

・NHK は自主的な判断の下、公平・公正な情報
提供に日々努めており、自由な報道を通じて、
国民の間での活発な議論や意見交換が行える環
境を整えたい。 

 
 

◎堀鐵藏参考人の意見陳述の概要 

１．憲法を改正すること 

・我が国で初めて行われる憲法改正国民投票の手
続法は、国民主権の原点に立ち、基本的人権を
保障するものでなければならない。 

・憲法改正案の発議から投票まで、国民の意見が
正確に反映されることが重要である。 

・マスコミの評論・報道に対してする規制は行わ
れるべきではなく、罰則などにより表現の自由
等を萎縮させることは民主主義、立憲主義に逆
行するものである。 

・憲法改正に当たっては、十分な討議が行われ、
国民の間で熟慮されることが重要である。その
ための国民投票は、主権者が権利を行使し、民
意を正確に反映できる内容であることが望まし
い。しかし、民意は固定的なものではないこと
から、ある時点の世論調査を大多数の国民の意
見であると認識すべきではない。 

２．報道メディアの役割 

・熟慮・討議の前提となるものは、精神の自由・
表現の自由である。 

・マスコミは、多元的な意見や考える材料を提供
する役割を担っている。また、国民が議論する
フォーラムとなり、国民の間における議論を誘
発する機能も担っている。 

 

３．放送の自律について 

・放送法に基づく放送の自律とは、放送局が自ら
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を律することだけではなく、コミュニケーショ
ンの場の自律である。また、放送局の自律性は、
表現の自由市場を支える自律性であり、モニ
ター制度や世論調査など視聴者の意見等を反映
させる仕組みなど、視聴者を含めたかたちで成
り立つものである。 

・放送界は、局内の放送番組審議会の設置、局外
における放送倫理・番組向上機構（BPO）の設
置など、様々な方法で視聴者の意向を把握し改
善を行っている。 

４．憲法改正国民投票法に関して 

・人々が熟慮し、議論することを妨げるような規
定を、憲法改正国民投票法に規定すべきではな
い。 

・憲法改正国民投票という非常に重要な場面にお
いて、虚偽の事項を放送するようなことは全く
想定されない。 

・投票の性格や概念が異なるので、公職選挙法と
は別の枠組が考えられるべきである。その点か
らもマスコミに対する罰則・規制は不要である。 

 
 

◎石村英二郎参考人及び堀鐵藏参考人に対
する質疑の概要 

早 川 忠 孝君（自民） 

＜両参考人に対して＞ 
・放送法 3 条の 2 を踏まえ、実際に放送するに当

たり、政治的中立性についてどのように考えて
いるのか。  

＜堀参考人に対して＞ 
・放送の中立性を担保する観点から、憲法改正に
ついての報道の自主規制には、どのようなもの
が考えられるのか。 

＜両参考人に対して＞ 
・フランスにおいては、オーディオ・ヴィジュア
ル高等評議会 (CSA)が設置され、国民投票にお
ける公平な放送を担保するために、偏った放送
に対して勧告等を行っているが、このような強
力な権限を持つ第三者機関の設置についてどの
ように考えるか。  

・憲法改正の議論に対する報道においては、 (a)
国会審議中の段階、(b)国会の発議から投票まで
に至る期間、 (c)投票当日の 3 段階があるが、各
段階における報道の在り方につき相違点はある
のか。また各段階において、どのような報道が
予想されるか。  

・憲法改正国民投票において、放送局として放送
の中立性を担保することは可能か。また、放送
の中立性を担保するための内部的な取組として
は、どのようなものが考えられるか。 

・論点が多岐にわたる問題について、明確な論点
のみが繰り返し報道され、重要なその他の論点
が国民に十分に提示されない事態を危惧するが、
いかがか。 

・政治番組の外部発注の状況はどうなっているの
か。また放送局としては、外注された政治番組
の公平性をどのように担保しているのか。 

＜堀参考人に対して＞ 
・特集番組等の制作に関与したすべての関係者を
開示し、番組について責任を負う体制が必要と
考えるが、このような体制についてどのように

考えるか。 
・スポット CM の制作過程について説明して欲し
い。また、各放送局において政治的なスポット
CM に対し、どのようなチェック体制を有して
いるのか。  

・投票直前のスポット CM の効果について、どの
ように考えるか。また、国民投票前一定期間の
スポット CM を禁止している国があるが、どう
思うか。  

 

小 川 淳 也君（民主） 
＜両参考人に対して＞  
・放送局内において、放送の公正・中立を実現す
るために具体的にどのような取組を行っている
のか。  

＜堀参考人に対して＞  
・平成 17 年の総選挙において、過熱した報道が
見られたが、なぜこうしたことが生じたのか。  

＜両参考人に対して＞  
・過熱報道が生じる背景として、視聴率競争とい
う問題がある。視聴率の位置付け、視聴率が番
組制作に及ぼす影響はどのようなものか。  

・憲法改正国民投票に関する報道と国政選挙に関
する報道の共通点及び相違点として、どのよう
なものを想定するか。  

・これまでも各地域で住民投票が実施されている
が、当該地域の放送局は、その報道に当たって
どのような工夫をしたのか。  

 

太 田 昭 宏君（公明） 
＜両参考人に対して＞  
・報道機関が抱く虚偽報道のイメージとはどのよ
うなものか。  

・報道機関の自主規制の仕組みとして、どのよう
なものが考えられるか。  

・憲法改正国民投票に係る報道問題に対応するた
め、第三者機関の設置等を促す努力義務等を規
定することについてどう考えるか。  

・スイス、フランスでは放送メディアにのみ規制
を設けている。これは、活字メディアと比して
放送メディアの影響力が大きいため、また、活
字メディアと違い思想傾向が明らかでないため
と考えられるが、このようなメディアの取扱い
の区別についてどのように考えるか。  

・公職選挙法において人気投票は禁止されている
が、憲法改正国民投票における模擬投票につい
ては、どのように考えるか。  

＜堀参考人に対して＞  
・広報の主体として憲法改正案広報協議会を国会
に作ることになった場合に、メディアがこの協
議会と協力して、国民世論喚起のためのさまざ
まな広報活動を行うことについて、意見を伺い
たい。  

 

笠 井   亮君（共産） 
＜両参考人に対して＞  
・放送の公共性についてどのように考えるのか。  
・戦前の侵略戦争の反省から、メディアは権力か
らの自立を旨としているが、そうした反省は、
具体的にどのように生かされているのか。  
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・番組の中で、戦争と平和の問題をどのように取
り上げ、平和な社会をどのように作っていこう
としているのか。  

・これまで虚偽報道とされた事例はあるのか。ま
た、そのような事例が存在した場合、どのよう
に対応したのか。  

・NHK と民放連が定める放送倫理基本綱領では、
報道の公正さについて自主的な取組が定められ
ているが、憲法改正国民投票法において、虚偽
報道による国民投票の公正を害することのない
よう、あえて自主的な取組について定めること
をどのように考えるか。 

・今日のメディアに関する立法による規制強化の
動きについて、どのように考えるか。 

 

辻 元 清 美君（社民） 
＜両参考人に対して＞  
・憲法改正国民投票法制において、放送法以上の

規制を設ける必要があるか否かを確認したい。  
・メディアの中立性は、具体的にどのように担保

されているのか。  
＜堀参考人に対して＞  
・どの番組でも同じ内容を放送する傾向が見られ

るが、全体としてのバランスを欠くのではない
か。放送局としてどのような基準でニュースを
選択しているのか。  

＜両参考人に対して＞  
・報道機関の権力をチェックする役割と報道の中

立性との関係を、どのように考えているか。  
＜石村参考人に対して＞  
・選挙は人を選ぶものであるのに対して、憲法改

正国民投票は政策を選ぶものであるとの発言が
あったが、最高法規である憲法は単なる政策と
はいえないのではないか。  

＜両参考人に対して＞  
・憲法改正国民投票における報道においては、国

会の議席配分にとらわれることなく、平等な取
扱いがなされるべきではないか。  

・憲法改正には国民の熟慮と十分な討議の場が必
要であり、憲法改正国民投票法の制定について
も同様である。同法をめぐる議論は今始まった
ばかりと考えるが、いかがか。  

 

滝     実君（国民） 
＜両参考人に対して＞  
・報道の公平・中立性を社内的にはどのように

チェックしているのか。また、社外的にはどう
か。  

・憲法改正案について国会がパンフレット等の資
料を作ることとした場合、それを基礎として報
道することになると思うが、報道機関は、論点
等を深く掘り下げるためにどのようにすべきと
考えているのか。  

・政治討論番組では、番組に出演する政治家等に
よってかなりの部分のイメージが決まってしま
うが、出演者の選定基準をどう考えているのか。 

・現在検討されている規制が行われると、討論番
組において大学の教員の発言が制約されるおそ
れがあるが、このことについて放送の立場から
どのように考えるか。  

 

 

意  見  窓  口 「憲  法  の  ひ  ろ  ば｣ 

 
 日本国憲法に関する調査特別委員会では、日本国憲

法改正国民投票制度及び日本国憲法に関して広く国

民の意見を聴くため、意見窓口『憲法のひろば』を設

けています。 

 衆議院憲法調査会発足時（平成 12 年 2 月）よ

り寄せられた意見の総数及びその内訳  
・受  付  意  見  総  数：２８１５件（4/14 現在） 
・媒  体  別  内  訳  

葉 書  1456 封 書  545 
ＦＡＸ  478 E-mail 336 

 
・分  野  別  内  訳  

前 文  234 天 皇  117 
戦 争 放 棄  1649 権利・義務  89 
国 会  47 内 閣  46 
司 法  24 財 政  20 
地 方 自 治  17 改 正 規 定  28 
最 高 法 規  15 そ の 他  1366 

※複数の分野にわたる意見もございますので、分

野別内訳の総数は、受付総数とは一致しません。 
 
 
 
【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】  
FAX 03－3581－5875 
E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp 
郵 便 〒100-8960  千代田区永田町 1－7－1 
 衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会「憲

法のひろば」係  
 いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、

電話番号を明記して下さい。  
 
 
 
 
 
 
 
 このニュースは、衆議院日本国憲法に関する調査

特別委員会における議論の概要等を、簡潔かつ迅速

にお知らせするために、事務局の責任において要

約・編集し、原則として、開会の翌日に発行してい

るものです。 
 正確かつ詳細な議論の内容については、会議録

をご参照ください。  
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 衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会名簿（H18.3.17 現在）  

 
 
委 員 長  

中 山 太 郎君（自民）  
 
理  事  

愛 知 和 男君（自民）   近 藤 基 彦君（自民）  
福 田 康 夫君（自民）    田   元君（自民）  
保 岡 興 治君（自民）   枝 野 幸 男君（民主）  
古 川 元 久君（民主）   斉 藤 鉄 夫君（公明）  

 
委  員  

井 上 喜 一君（自民）   伊 藤 公 介君（自民）  
石 破   茂君（自民）   遠 藤 武 彦君（自民）  
小野寺 五 典君（自民）   越 智 隆 雄君（自民）  
大 村 秀 章君（自民）   加 藤 勝 信君（自民）  
河 村 建 夫君（自民）   柴 山 昌 彦君（自民）  
高 市 早 苗君（自民）   棚 橋 泰 文君（自民）  
渡 海 紀三朗君（自民）   中 野 正 志君（自民）  
野 田   毅君（自民）    梨 康 弘君（自民）  
早 川 忠 孝君（自民）   林     潤君（自民）  
平 田 耕 一君（自民）   二 田 孝 治君（自民）  
松 野 博 一君（自民）   森 山 眞 弓君（自民）  
安 井 潤一郎君（自民）   山 崎   拓君（自民）  
吉 田六左エ門君（自民）   岩 國 哲 人君（民主）  
小 川 淳 也君（民主）   逢 坂 誠 二君（民主）  
北 神 圭 朗君（民主）   鈴 木 克 昌君（民主）  
仙 谷 由 人君（民主）   園 田 康 博君（民主）  
田 中 紀子君（民主）   筒 井 信 隆君（民主）  
平 岡 秀 夫君（民主）   石 井 啓 一君（公明）  
太 田 昭 宏君（公明）   桝 屋 敬 悟君（公明）  
笠 井   亮君（共産）   辻 元 清 美君（社民）  
滝     実君（国民）  

 
 


